
議案第９６号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり市

道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議決を求める。

  令和３年６月９日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

記

路 線 名 延 長

ｍ

幅 員

ｍ
起   点 終   点 重要な経過地

Ｌ第１３６１号線 115 17 4 00 

さいたま市緑区大字

三室字北宿２１３８

番１９地先 

さいたま市緑区大字

三室字北宿２１３８

番１９地先 

Ｍ 第７３７号線 66 76 4 00 

さいたま市南区大字

広ヶ谷戸字稲荷越３

１７番５地先

さいたま市南区大字

広ヶ谷戸字稲荷越３

１６番９地先

Ｐ第６６７号線 89 52 

4

～

6

00 

00 

さいたま市緑区大字

大門字東裏２９６６

番４１地先

さいたま市緑区大字

大門字東裏２９６６

番１３地先

１２９０８号線 31 46 4 00 

さいたま市見沼区大

和田町二丁目１２１

４番４地先 

さいたま市見沼区大

和田町二丁目１２１

２番１１地先 

２ ２５９９号線 12 44 5 00 

さいたま市見沼区大

字大谷字八石１８９

０番２地先

さいたま市見沼区大

字大谷字八石１８９

０番２地先

２２６００号線 50 99 4 00 

さいたま市見沼区大

字南中丸字八幡２６

１番３地先

さいたま市見沼区大

字南中丸字八幡２６

５番４地先

３２９５４号線 79 50 4 30 

さいたま市西区大字

内野本郷字本村４９

０番４地先

さいたま市西区大字

内野本郷字本村４９

１番１４地先

３２９５５号線 57 32 4 20 

さいたま市北区東大

成町二丁目６７４番

１１地先

さいたま市北区東大

成町二丁目６７４番

１７地先

３２９５６号線 83 13 4 50 

さいたま市北区奈良

町１５２番３地先

さいたま市北区奈良

町１５２番１地先

３２９５７号線 38 59 4 00 

さいたま市北区奈良

町１３１番９８地先

さいたま市北区奈良

町１３１番１０１地

先

３２９５８号線 126 80 4 50 

さいたま市北区日進

町一丁目１１番１８

地先

さいたま市北区日進

町一丁目２０番７地

先

３２９５９号線 24 60 4 00 

さいたま市西区三橋

六丁目５８３番１３

地先

さいたま市西区三橋

六丁目５８３番１２

地先



路 線 名 延 長

ｍ

幅 員

ｍ
起   点 終   点 重要な経過地

３２９６０号線 45 05 5 00 

さいたま市西区西大

宮二丁目１８番７６

地先 

さいたま市西区西大

宮二丁目１８番７３

地先 

３ ２９６１号線 56 33 

4

～

6

10 

00 

さいたま市北区奈良

町１２３番１地先

さいたま市北区奈良

町１２３番３５地先

３２９６２号線 98 88 5 00 

さいたま市西区大字

内野本郷字本村５３

８番１地先

さいたま市西区大字

内野本郷字本村５４

８番１地先

１ ７ ７ ７ 号 線 48 71 4 00 

さいたま市岩槻区南

平野一丁目１１番３

３地先

さいたま市岩槻区南

平野一丁目１１番３

２地先


